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（厚労省の検討会が報告書まとめる）解雇の金
銭解決制度の創設は結論先送り／（労政審・
残業の罰則付き規制を建議）原則年360時間、
特例の協定で年720時間が上限／（28年度・
障害者の職業紹介状況）就職件数は７年連続
過去最高を更新し９万3229件／ほか

●NEWS─────────────── 1

労務相談室
〔当社の終業後に副業先に行く途中に怪我〕通勤災害になるか ──── 48
〔派遣労働者と秘密保持契約を締結したい〕法令上問題あるか ──── 50
〔学生アルバイトが契約更新で５年超えに〕無期転換制度の適用は ── 52

労災保険法
損 害 賠 償
労 務 一 般

特定社労士・丸島和恵
弁護士・山口毅
弁護士・岡村光男

回答者

＊＊本誌ご購読の皆様へ＊＊

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!

── 6

職場における受動喫煙防止対策に取り組む中小企業を支援するため、「受動喫煙防止対策助成金」が平成23年度から運用
されている。同助成金では、喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などに必要な費用
の２分の１が助成され、助成額の上限は200万円とされている。ここでは、平成29年度における同助成金制度の概要、主
な要件、受給の手続きについて、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課に解説してもらった。
 （厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課）

受動喫煙防止のための設備設置費用の２分の１を助成

「受動喫煙防止対策助成金」の活用について特別企画

アンケートへのご協力をお願い致します（41ページ）

●トピック　雇用管理研修「コミュニケーション
スキル等向上コース」がスタート ─ 23●本誌読
者アンケート ─ 41●連載　労働スクランブル○291
（労働評論家・飯田康夫） ─ 42●労務資料　平成
28年度 能力開発基本調査結果④～個人調査～ ─ 44
●わたしの監督雑感　兵庫・淡路労働基準監督署長
谷本俊江 ─ 54●労務相談室だより ─ 56

─ 36●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

安易に労働契約名目で会社財産から
の支出行う経理処理すべきでない

第36講　労働審判の実例②　親族間の労働契約

（北海学園大学法学部教授・弁護士　淺野高宏）

──────────── 12

新たに海外に派遣される者に限らず
派遣している者も労災保険の利用を
認める制度

（編集部）

●特集／特別加入制度の概要④（最終回）
　〈海外派遣者〉

労災保険の適用範囲は法律の一般原則である属地主
義により、日本国内の事業に限られる。したがって、
海外にある事業で働く者に対しては、日本の労災保
険の保護は及ばず、その国の制度が適用される。し
かし、海外には労働災害保護制度が確立されていな
い国もあり、また、確立している国であっても、水
準は各国の実情により給付水準が定められており、
補償の内容は格差がある。そこで、日本から海外の
事業に派遣される者について、労災保険の加入を認
める制度がある。

中小企業事業主の方へ

●労働判例解説／Ｘ社事件 ─────── 24

月45時間を超える時間外を目安とする
定額残業手当も違法とはならない

（弁護士・新弘江〔あだん法律事務所〕）
（平成28年１月27日・東京高裁判決）

三六協定の限度基準を超える定額残業手当

好評発売中！！好評発売中！！

第１章 暴行・傷害〈９事案〉
第２章 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言〈18事案〉
第３章 隔離・仲間外し・無視〈２事案〉
第４章 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、
 仕事の妨害〈７事案〉
第５章 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の
 低い仕事を命じることや仕事を与えないこと〈10事案〉
第６章 私的なことに過度に立ち入ること〈２事案〉
第７章 退職強要、解雇その他の処分〈11事案〉
第８章 不当な人事考課、昇給・昇格差別等、処分〈10事案〉
第９章 正当な権利行使の妨害、権利行使を理由とする不利益
 取扱い〈16事案〉




